
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

等

の

指

定

〃

【

規

則

】

【

公

告

】

○

児

童

福

祉

法

第

五

十

六

条

の

規

定

に

よ

る

費

用

子

ど

も

未

来

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

徴

収

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

建

設

業

法

に

基

づ

く

行

政

処

分

に

係

る

聴

聞

監

理

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

（

県

例

規

集

登

載

）

○

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

五

十

分

の

一

の

選

挙

管

理

委

員

会

【

告

示

】

○

児

童

福

祉

施

設

等

へ

の

入

所

の

措

置

等

に

要

す

子

ど

も

未

来

課

数

及

び

三

分

の

一

の

数

る

費

用

の

う

ち

本

人

及

び

そ

の

扶

養

義

務

者

が

負

担

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

費

用

の

基

準

の

一

部

改

正

○

〃

〃

○

〃

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

の

取

消

〃

し

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

地

方

卸

売

市

場

の

開

設

の

許

可

の

失

効

農

産

課

○

地

方

卸

売

市

場

卸

売

業

務

の

許

可

の

失

効

〃

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
八
号

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
徴
収
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号

中
（裏）

②
の
欄

寄
附
金
控
除
所
得
税
法
第

条
第
２
項
第
１
号

配
当
控
除
同

「

（

）

（

…
…

7
8

，

法
第

条
第
１
項

外
国
税
額
控
除

同
法
第

条
第
１
項
か
ら
第

9
2

）

（
9
5

，

３
項
ま
で

住
宅
取
得
控
除

租
税
特
別
措
置
法
第

条
第
１
項
か

）

（

4
1

，

ら
第
３
項
ま
で

第
条
の
２

第
条
の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
５

4
1

4
1

，
，

（
1
0

を

項
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成

年

法
律
第

号
附
則
第

条
住
宅
耐
震
改
修
に
係
る
控
除

租
税

2
3

）

1
2

）

（
，

特
別
措
置
法
第

条
の

の
２
第
１
項

及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
に

4
1

1
9

）

よ
る
申
告
に
係
る
控
除

同
法
第

条
の

の
３
第
１
項

の
合
計
額

（

4
1

1
9

）

」

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

②
の
欄

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
控
除
額
の
合

「

…
…

計
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

イ
所
得
税
法
第

条
第
１
項
同
条
第
２
項
第
１
号

第
２
号
地

7
8

（

（

，

方
税
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
の
７
第
１
項
第
２

（

2
5

2
2
6

）

3
1
4

号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る

及
び
第
３
号

地
方
税
法
第

）

（

。

条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る

に
3
1
4

）

。

に
改
め
る
。

係
る
も
の
に
限
る

第
条
第
１
項
及
び
第

条
第
１
項
か

）

9
2

9
5

。
，

ら
第
３
項
ま
で

ロ
租
税
特
別
措
置
法
第

条
第
１
項

第
２
項
及
び
第
６
項

第
4
1

，
，

条
の
２

第
条
の
３
の
２
第
１
項

第
２
項

第
５
項
及
び

4
1

4
1

，
，

，

第
６
項

第
条
の

の
２
第
１
項

第
条
の

の
３
第
１
項

4
1

1
9

4
1

1
9

，
，

及
び
第
３
項
並
び
に
第

条
の

の
４
第
１
項
及
び
第
３
項

4
1

1
9
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ハ
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成

年
法

（

1
0

2
3

）

1
2

」

律
第

号
附
則
第

条
様
式
第
三
号

中
（裏）

②
の
欄

寄
附
金
控
除

所
得
税
法
第

条
第
２
項
第
１
号

配
当
控
除

「

…
…

（

7
8

），

同
法
第
条
第
１
項

外
国
税
額
控
除

同
法
第
条
第
１
項

（

92

）

（

95
，

）

（

4
1

か
ら
第
３
項
ま
で

住
宅
取
得
控
除

租
税
特
別
措
置
法
第

，

条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

第
条
の
２

第
条
の
３
の
２

4
1

4
1

，
，

を

第
４
項
及
び
第
５
項
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

平
成

年
法
律
第

号
附
則
第

条
住
宅
耐

（

1
0

2
3

）

1
2

），

震
改
修
に
係
る
控
除

租
税
特
別
措
置
法
第

条
の

の
２
第
１

（

4
1

1
9

項
及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
に
係
る
控
除

同
法

）

（

4
1

1
9

）

」

第
条
の

の
３
第
１
項

の
合
計
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

②
の
欄

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
控
除
額
の

「

…
…合

計
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

イ
所
得
税
法
第

条
第
１
項

同
条
第
２
項
第
１
号

第
２
号

7
8

（

，

地
方
税
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
の
７
第
１

（

（

2
5

2
2
6

）

3
1
4

項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る

及
び
第
３
号

地

）

（

。

方
税
法
第

条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に

3
1
4

限
る

に
係
る
も
の
に
限
る

第
条
第
１
項
及
び
第

）

）

9
2

。
。

，

9
5

に
改
め
る
。

条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

ロ
租
税
特
別
措
置
法
第

条
第
１
項

第
２
項
及
び
第
６
項

4
1

，
，

第
条
の
２

第
条
の
３
の
２
第
１
項

第
２
項

第
５
項

4
1

4
1

，
，

，

及
び
第
６
項

第
条
の

の
２
第
１
項

第
条
の

の
３

4
1

1
9

4
1

1
9

，
，

第
１
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第

条
の

の
４
第
１
項
及
び
第

4
1

1
9

３
項

ハ
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成

年

（

1
0

2
3

）

1
2

」

法
律
第

号
附
則
第

条

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
徴
収
規
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
号

児
童
福
祉
施
設
等
へ
の
入
所
の
措
置
等
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
本
人
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者
が
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
の
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

か
ら
第
３
項
ま
で

第
２
項
及
び
第
６
項

第
４
項
及
び
第

別
表
の
備
考
２

中
「

」
を
「

」
に

「
、

(2)

，

」
を
「

」
に

「

4
1

1
9

」
を
「

4
1

1
9

５
項

第
５
項
及
び
第
６
項

第
条
の

の
４
第
１
項

並
び
に
第

条
の

、
，

の
４
第
１
項

並
び
に
第

条
の

の
５
第
１
項

第

」

、「

」

、

「

に
改
め

4
1

1
9

を
削
り

同
表
の
備
考
４
③
ア
中

条
昭
和

年
法
律
第

号
第

条
障
害
児
入
所
施

1
5

」
を
「

2
4

2
8
3

）

1
5

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
５
中
「

（

（

」
の
次
に
「

（

」
を
加
え
る
。

設
及
び
指
定
医
療
機
関

入
所
に
限
る

）
。

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
一
号

児
童
福
祉
施
設
等
へ
の
入
所
の
措
置
等
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
本
人
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者
が
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
の
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
の
備
考
２

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

及
び
第
２
項

及
び
第
３
項

(2)

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
二
号

児
童
福
祉
施
設
等
へ
の
入
所
の
措
置
等
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
本
人
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者
が
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
の
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
の
備
考
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
５
条
の
４
の
２
第
５
項

第
５
条
の
４
の
２
第
６
項

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

菩
提
樹
の
花

２

所
在
地

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
四
二
六

八

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
祉
会
菩
提
樹

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浅
口
市
金
光
町
大
谷
三
〇
一

一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
六
〇
〇
〇
二
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ば
べ
の
森

２

所
在
地

玉
野
市
東
紅
陽
台
二

一
九

二
五
七

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



特
定
非
営
利
活
動
法
人
ば
べ
の
森

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
江
並
三
〇
〇

一
九

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
三
四
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ワ
ー
ク
ネ
ッ
ト
う
か
ん

２

所
在
地

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
五
七
〇
六

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ー
ク
ネ
ッ
ト
お
か
や
ま

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
錦
町
八

一
〇
一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
九
〇
〇
二
四
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

も
も
た
ろ
う
フ
ァ
ー
ム

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



２

所
在
地

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
長
浜
三
二
〇
八

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社

ハ
ー
ト
コ
ー
プ
お
か
や
ま

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
長
浜
三
二
〇
八

一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
二
〇
〇
一
五
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

い
ち
ば
ん
星

２

所
在
地

玉
野
市
御
崎
二
丁
目
一
二

四
七

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
Ｍ
Ｒ
Ｈ
Ｍ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
帯
高
二
〇

七

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
四
〇
〇
〇
七
七

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

ま
き
び

２

所
在
地

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
二
五

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
ぞ
み

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
井
手
一
〇
〇
四

二

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
二
八
〇
〇
〇
一
九

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

福
祉
サ
ー
ビ
ス
み
ら
い

北
畝

２

所
在
地

倉
敷
市
北
畝
五
丁
目
一
八

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ク
リ
ス
タ
ル

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
新
田
三
一
八
一

七

－

三

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
二
八
七

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
楽
寿

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
下
出
部
町
二
丁
目
一
七

二
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
楽
寿
会

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
下
出
部
町
二
丁
目
一
七

二

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
七
〇
〇
六
〇
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
七
号

次
の
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
の
許
可
は
、
失
効
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

市

場

の

名

称

市

場

の

所

在

地

開

設

者

失

効

年

月

日

取
扱
品
目

の

部

類

地
方
卸
売
市
場
成

高
梁
市
成
羽
町
下
原

秋
岡
立
一
郎

水
産
物
部

平
成
二
十
五
年
十

羽
魚
市
場

五
八
九
番
地
の
一

月
二
十
二
日

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
八
号

次
の
地
方
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
業
務
の
許
可
は
、
失
効
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

卸

売

業

者

名

市

場

の

名

称

失

効

年

月

日

取
扱
品
目

の

部

類

成
羽
魚
市
場

地
方
卸
売
市
場
成
羽
魚
市
場

水
産
物
部

平
成
二
十
五
年
十
月

二
十
二
日

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
笠
岡
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
〇
五
Ｄ
西
大
島
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山
県
備
中
県
民
局
井
笠

地
域
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
一
一
Ｋ
大
内
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
香
登
西
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
香
登
西
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
香
登
西
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
香
登
本
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
坂
根
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
坂
根
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
坂
根
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
坂
根
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
鶴
海
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
鶴
海
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
鶴
海
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
鶴
海
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
鶴
海
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
畠
田
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
畠
田
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
福
田
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
福
田
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
大
内
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
大
内
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
大
内
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
大
内
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



二
一
一
Ｄ
大
内
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
大
内
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
大
内
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
大
内
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
大
内
〇
一
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
大
内
〇
一
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
香
登
西
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
香
登
本
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
香
登
本
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
久
々
井
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
坂
根
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
佐
山
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
佐
山
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
佐
山
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
一
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
鶴
海
〇
一
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
福
田
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
福
田
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
福
田
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
福
田
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
前
県
民
局
東
備
地
域
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平成２６年３月１１日　岡山県公報　第１１５６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤
磐
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
一
三
Ｋ
佐
古
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
殿
谷
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
野
間
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
吉
原
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
吉
原
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
草
生
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
中
勢
実
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
広
戸
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
広
戸
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
福
田
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
福
田
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
岡
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
酌
田
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
徳
富
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稗
田
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稗
田
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稗
田
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
松
木
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
松
木
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
松
木
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
弥
上
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
吉
原
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
三
Ｄ
吉
原
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稲
蒔
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
小
鎌
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
河
原
屋
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
河
原
屋
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
草
生
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
黒
沢
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
黒
沢
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
黒
沢
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
光
木
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
光
木
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
光
木
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
塩
木
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
中
畑
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
福
田
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
福
田
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
福
田
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
福
田
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
八
島
田
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
前
県
民
局
東
備
地
域
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
真
庭
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
上
河
内
〇
一
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
木
山
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
佐
引
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
佐
引
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
佐
引
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
佐
引
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
佐
引
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｋ
佐
引
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
佐
引
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
佐
引
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
河
内
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
見
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
見
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
見
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
見
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
見
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
見
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
田
原
山
上
〇
一
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
旦
土
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｋ
旦
土
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
旦
土
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
中
河
内
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
中
河
内
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
中
河
内
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
野
原
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
日
野
上
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
日
野
上
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
日
野
上
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
日
野
上
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
日
野
上
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
日
野
上
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
舞
高
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
吉
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
吉
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
吉
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
吉
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
畝
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
畝
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
畝
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
畝
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
畝
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
谷
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
谷
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
谷
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
谷
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
谷
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
岩
井
谷
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
神
代
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
古
呂
々
尾
中
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｋ
古
呂
々
尾
中
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
古
呂
々
尾
中
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
古
呂
々
尾
中
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
古
呂
々
尾
中
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
下
岩
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
菅
谷
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
清
谷
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
清
谷
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
清
谷
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
清
谷
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
清
谷
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
清
谷
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
清
谷
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
清
谷
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
清
谷
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
月
田
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
月
田
本
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
月
田
本
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
月
田
本
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
月
田
本
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
月
田
本
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
月
田
本
〇
一
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
星
山
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
本
郷
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
本
郷
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
曲
り
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
曲
り
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
若
代
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
若
代
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
若
代
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｋ
若
代
〇
一
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
若
代
〇
一
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
若
代
〇
一
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
若
代
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
若
代
〇
一
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
若
代
〇
一
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
若
代
〇
一
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
惣
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
三
崎
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｋ
目
木
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
樫
東
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
草
加
部
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
草
加
部
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
草
加
部
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
草
加
部
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
草
加
部
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
草
加
部
〇
一
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
草
加
部
〇
一
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
草
加
部
〇
一
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
草
加
部
〇
一
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
久
世
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
久
世
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
久
世
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
久
世
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
台
金
屋
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
台
金
屋
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
多
田
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
中
原
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
中
原
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
中
原
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｄ
三
阪
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
三
阪
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
三
阪
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
三
阪
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
三
阪
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
三
阪
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
三
阪
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
三
崎
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
三
崎
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
三
崎
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
目
木
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
目
木
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
目
木
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
粟
谷
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
黒
杭
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
黒
杭
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
黒
杭
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
黒
杭
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
黒
杭
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
四
Ｄ
種
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
種
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
種
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
種
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
種
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
種
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
藤
森
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
藤
森
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
藤
森
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
見
明
戸
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
見
明
戸
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
見
明
戸
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
見
明
戸
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
見
明
戸
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
見
明
戸
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
見
明
戸
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
四
Ｄ
見
明
戸
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
美
作
県
民
局
真
庭
地
域
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
和
気
郡
和
気
町
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒

区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

三
四
六
Ｋ
小
坂
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
田
土
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
田
土
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
田
土
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
父
井
原
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
大
中
山
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
日
笠
上
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
日
笠
上
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
日
笠
上
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
日
笠
下
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
福
富
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
福
富
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
藤
野
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
藤
野
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
藤
野
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
益
原
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｋ
吉
田
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
宇
生
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
小
坂
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
小
坂
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
小
坂
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
小
坂
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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三
四
六
Ｄ
小
坂
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
小
坂
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
小
坂
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
田
土
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
矢
田
部
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
矢
田
部
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
矢
田
部
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
矢
田
部
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
大
田
原
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
田
原
上
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
田
原
下
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
田
原
下
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
田
原
下
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
田
原
下
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
日
笠
下
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
日
笠
下
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
日
室
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
藤
野
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
保
曽
〇
一
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
益
原
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
益
原
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
益
原
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
益
原
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
益
原
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
益
原
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
益
原
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
益
原
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
益
原
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
吉
田
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
吉
田
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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三
四
六
Ｄ
吉
田
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
吉
田
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
吉
田
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

三
四
六
Ｄ
吉
田
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
前
県
民
局
東
備
地
域
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅
口

。

市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
一
六
Ｋ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
寄
島
町
〇
一
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
寄
島
町
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
寄
島
町
〇
一
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
寄
島
町
〇
二
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域
及
び
法
第
八
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な
る
自
然
現
象
の
種
類

条
第
二
項
括
弧
書
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
衝
撃
に
関
す
る
事

項

二
一
六
Ｋ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
寄
島
町
〇
一
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
寄
島
町
〇
一
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｋ
寄
島
町
〇
一
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
六
Ｄ
鴨
方
町
益
坂
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
中
県
民
局
井
笠
地
域
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
一
〇
〇
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
笠
岡
ふ
る
さ
と
支
援
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

牧
野

真
樹

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
北
木
島
町
三
二
八
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
笠
岡
諸
島
及
び
笠
岡
市
に
於
い
て
援
助
が
必
要
な
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
し
思
い

や
り
と
忍
耐
を
基
本
に
す
べ
て
の
人
々
が
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
社
会
を
め
ざ
し
、
福
祉
の
充
実
と
誰

も
が
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
一
〇
一
〕
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処

分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
聴
聞
を
行
う
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

聴
聞
の
件
名

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
建
設
業
許
可
の
取
消
し

二

当
事
者
の
商
号
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

１

商
号

ダ
イ
コ
ウ
株
式
会
社
（
建
設
業
の
許
可
を
受
け
た
商
号

株
式

会
社
テ
ン
シ
ョ
ウ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
）

２

代
表
者
の
氏
名

青
井

輝
久

３

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
花
尻
み
ど
り
町
六

一
一
三

－

４

許
可
番
号

岡
山
県
知
事
許
可
（
般

二
一
）
第
二
三
五
二
四
号

－

５

許
可
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

三

聴
聞
の
期
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら

四

聴
聞
の
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
六
階
収
用
委
員
会
室
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
一
、
三
九
三

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

（
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

）

定
す
る
場
合
を
除
く

）

二
九
六
、
二
〇
四

。

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）選

挙

区

数

選

挙

区

数

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡

八
一
、
一
五
七

高

梁

市

九
、
三
七
四
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岡

山

市

中

区

三
八
、
二
三
九

新

見

市

九
、
一
二
八

岡

山

市

東

区

二
六
、
二
一
四

備

前

市

・

和

気

郡

一
四
、
七
四
二

岡

山

市

南

区

四
五
、
〇
八
四

瀬

戸

内

市

一
〇
、
六
四
九

倉

敷

市

・

都

窪

郡

一
三
一
、
〇
三
八

赤

磐

市

一
二
、
一
五
七

津

山

市

・

苫

田

郡

三
二
、
一
五
二

真

庭

市

・

真

庭

郡

一
三
、
九
一
五

玉

野

市

一
七
、
八
六
八

美

作

市

・

英

田

郡

八
、
九
六
〇

笠

岡

市

一
四
、
六
一
九

浅

口

市

・

浅

口

郡

一
三
、
〇
三
一

井

原

市

・

小

田

郡

一
六
、
一
六
三

勝

田

郡

四
、
八
一
一

総

社

市

一
八
、
〇
〇
七

久

米

郡

五
、
九
〇
七
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